
　
　
　

山
下　

登
先
生
略
歴

一
九
五
七
年
六
月
一
九
日　

兵
庫
県
に
生
ま
れ
る　

一
九
七
六
年
四
月　
　
　
　

滋
賀
大
学
経
済
学
部
経
済
学
科
入
学

一
九
八
〇
年
三
月　
　
　
　

滋
賀
大
学
経
済
学
部
経
済
学
科
卒
業　
　
　

一
九
八
〇
年
四
月　
　
　
　

神
戸
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
入
学

一
九
八
二
年
三
月　
　
　
　

神
戸
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
修
了

一
九
八
二
年
四
月　
　
　
　

神
戸
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
進
学

一
九
八
七
年
三
月　
　
　
　

神
戸
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
単
位
取
得
後
退
学

一
九
八
七
年
四
月　
　
　
　

長
崎
県
立
国
際
経
済
大
学
経
済
学
部
専
任
講
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
一
九
九
一
年
四
月
よ
り
長
崎
県
立
大
学
と
校
名
変
更
）

一
九
九
二
年
四
月　
　
　
　

長
崎
県
立
大
学
経
済
学
部
助
教
授

二
〇
〇
四
年
四
月　
　
　
　

神
戸
学
院
大
学
法
学
部
教
授

二
〇
〇
七
年
四
月　
　
　
　

岡
山
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授

二
〇
一
八
年
四
月　
　
　
　

岡
山
大
学
大
学
院
ヘ
ル
ス
シ
ス
テ
ム
統
合
科
学
研
究
科
教
授

二
〇
二
三
年
三
月　
　
　
　

岡
山
大
学
退
職
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主
要
業
績
目
録

　

共 
著 
書

『
医
療
紛
争
の
事
例
と
争
点
』（
共
著
）

金
芳
堂

一
九
八
五
年　

七
月

『
注
釈
ド
イ
ツ
相
続
法
』（
共
著
）

三
省
堂

一
九
八
九
年　

七
月

『
世
界
の
医
事
法
』（
共
著
）

信
山
社

一
九
九
二
年
一
一
月

『
注
釈
国
際
統
一
売
買
法
Ⅰ
ウ
ィ
ー
ン
条
約
』（
共
著
）

法
律
文
化
社

二
〇
〇
〇
年
一
二
月

『
医
事
法
の
方
法
と
課
題
―
植
木
哲
先
生
還
暦
記
念
』

（
共
著
）

信
山
社

二
〇
〇
四
年　

六
月

『
地
域
が
ん
登
録
の
法
的
倫
理
的
環
境
整
備
に
関
す
る
研
究
』

（
共
著
）

厚
生
労
働
科
学
研
究
費
補
助
金
平
成
一
六
年
度

総
括
・
分
担
研
究
報
告
書
（
共
著
）

二
〇
〇
五
年　

四
月

『
実
務
医
事
法
講
義
』（
共
著
）

民
事
法
研
究
会

二
〇
〇
五
年　

九
月

『
生
命
倫
理
学　

講
義
ス
ラ
イ
ド
ノ
ー
ト
』

ふ
く
ろ
う
出
版

二
〇
一
三
年　

四
月

『
実
務
医
事
法
〔
第
二
版
〕』（
共
著
）

民
事
法
研
究
会

二
〇
一
四
年　

五
月

『
生
命
倫
理
学　

講
義
ス
ラ
イ
ド
ノ
ー
ト　

第
二
版
』

（
共
著
）

ふ
く
ろ
う
出
版

二
〇
一
五
年　

四
月

『
生
命
倫
理
学 

医
療
と
法
講
義
ス
ラ
イ
ド
ノ
ー
ト　

第
三
版
』

ふ
く
ろ
う
出
版

二
〇
一
六
年　

四
月

（
共
編
著
）

　

共 

訳 

書
『
裁
判
・
紛
争
処
理
の
比
較
研
究（
下
）
―
ア
ク
セ
ス
・ 

ト
ウ
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』

中
央
大
学
出
版
部

一
九
八
五
年　

七
月
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論　
　

説

「
医
師
の
説
明
義
務
を
め
ぐ
る
最
近
の
論
議
の
展
開
（
１
）」

六
甲
台
論
集
三
〇
巻
一
号

一
九
八
三
年　

六
月

「
医
師
の
説
明
義
務
を
め
ぐ
る
最
近
の
論
議
の
展
開
（
２
）」

六
甲
台
論
集
三
〇
巻
三
号

一
九
八
三
年　

九
月

「
医
師
の
説
明
義
務
を
め
ぐ
る
最
近
の
論
議
の
展
開
（
３
）」

六
甲
台
論
集
三
一
巻
三
号

一
九
八
四
年　

九
月

「
鑑
定
人
の
民
事
賠
償
責
任
に
関
す
る
西
ド
イ
ツ
法
の
動
向
」

年
報
医
事
法
学
二
号

一
九
八
七
年　

六
月

「
医
師
の
診
療
記
録
に
対
す
る
患
者
の
ア
ク
セ
ス
権
の
保
障

（
一
）」

長
崎
県
立
国
際
経
済
大
学
論
集
二
四
巻
三
＝
四
号

一
九
九
一
年　

三
月

「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
《
再
論
》
／

各
国
の
法
状
況
・
ド
イ
ツ
」

年
報
医
事
法
学
八
号

一
九
九
三
年　

八
月

「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
《
再
論
》
／

い
く
つ
か
の
論
点
を
め
ぐ
っ
て
・
損
害
論
」

年
報
医
事
法
学
八
号

一
九
九
三
年　

八
月

「
診
療
記
録
の
開
示
を
め
ぐ
る
若
干
の
論
点
に
つ
い
て
の
検
討
」

年
報
医
事
法
学
一
四
号

一
九
九
九
年　

七
月

「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト

―
実
情
、
理
念
、
法
原
則
／
ド
イ
ツ
の
状
況
」

年
報
医
事
法
学
一
六
号

二
〇
〇
一
年　

七
月

「
ド
イ
ツ
の
が
ん
登
録
事
業
に
つ
い
て
」

厚
生
労
働
科
学
補
助
金　

厚
生
科
学
特
別

研
究
事
業
平
成
一
二
年
度　

総
括
研
究
報
告
書

二
〇
〇
一
年　

四
月

「
関
係
的
契
約
論
と
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
」

CD
A

M
S

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー07

（9J

）
二
〇
〇
七
年
一
二
月

「
医
師
の
民
事
責
任
を
め
ぐ
る
新
た
な
一
局
面
」

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
十
七
巻
四
号

二
〇
〇
八
年　

三
月

「
倫
理
委
員
会
の
法
的
責
任
」　

年
報
医
事
法
学
二
七
号

二
〇
一
二
年　

八
月
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「
医
師
の
説
明
義
務
を
め
ぐ
る
重
要
争
点
の
検
討

―
脊
髄
疾
患
に
対
し
て
椎
弓
切
除
術
が
施
行
さ
れ
た

事
例
を
手
が
か
り
と
し
て
」

臨
床
法
務
研
究
一
八
号

二
〇
一
七
年　

三
月

　

判
例
評
釈

「
麻
疹
感
染
児
に
対
す
る
治
療
方
法
説
明
義
務
」

年
報
医
事
法
学
一
号

一
九
八
六
年　

一
月

「
エ
ホ
バ
の
証
人
信
者
の
両
親
に
よ
る
輸
血
委
任
仮
処
分

申
請
事
件
」

医
療
過
誤
判
例
百
選

一
九
八
九
年　

六
月

「
診
療
録
閲
覧
請
求
事
件
」

医
療
過
誤
判
例
百
選
［
第
２
版
］

一
九
九
六
年
一
二
月

「
大
腿
四
頭
筋
拘
縮
症
事
件
」

医
事
法
判
例
百
選

二
〇
〇
六
年　

九
月

「
医
療
機
器
と
製
造
物
責
任
」

医
事
法
判
例
百
選
［
第
２
版
］

二
〇
一
四
年　

三
月

　

資
料
と
紹
介

「
民
事
訴
訟
と
紛
争
解
決
―
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
の
理
論
」

神
戸
法
学
雑
誌
三
三
巻
一
号

一
九
八
三
年　

六
月

「
民
事
訴
訟
と
紛
争
解
決

―
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
の
理
論
（
続
）」（
共
著
）

神
戸
法
学
雑
誌
三
十
三
巻
二
号

一
九
八
三
年　

九
月

「
相
続
人
の
法
的
地
位
（
７
）

―
西
ド
イ
ツ
相
続
法
注
解
（
１
）」

民
商
法
雑
誌
九
〇
巻
一
号

一
九
八
四
年　

四
月

「
相
続
人
の
法
的
地
位
（
12
）

―
西
ド
イ
ツ
相
続
法
注
解
（
１
）」

民
商
法
雑
誌
九
二
巻
一
号

一
九
八
五
年　

四
月
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「
相
続
人
の
法
的
地
位
（
17
）

―
西
ド
イ
ツ
相
続
法
注
解
（
１
）」

民
商
法
雑
誌
九
四
巻
一
号

一
九
八
六
年　

四
月

「
ラ
ウ
フ
ス
『
医
事
法
』（
９
）」

―
守
秘
義
務
及
び
診
療
記
録
」

民
商
法
雑
誌
九
五
巻
三
号

一
九
八
六
年
一
二
月

「
相
続
人
の
法
的
地
位
（
24
）

―
西
ド
イ
ツ
相
続
法
注
解
（
１
）」

民
商
法
雑
誌
九
七
巻
四
号

一
九
八
八
年　

一
月

「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
六
巻
八
号

一
九
九
一
年　

八
月

　

そ 

の 

他

「
一
九
九
二
年
度
年
間
学
界
回
顧　

医
事
法

―
民
事
法
・
行
政
法
分
野
」

法
律
時
報
六
四
巻
一
三
号

一
九
九
二
年
一
二
月

「
一
九
九
四
年
度
年
間
学
界
回
顧　

医
事
法

―
民
事
法
・
行
政
法
分
野
」

法
律
時
報
六
六
巻
一
三
号

一
九
九
四
年
一
二
月

「
一
九
九
五
年
度
年
間
学
界
回
顧　

医
事
法

―
民
事
法
・
行
政
法
分
野
」

法
律
時
報
六
七
巻
一
三
号

一
九
九
五
年
一
二
月

「
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト

―
プ
フ
ァ
ル
ツ
州
が
ん
登
録
法
（
訳
）」

厚
生
労
働
科
学
補
助
金　

厚
生
科
学
特
別

研
究
事
業
平
成
一
二
年
度　

総
括
研
究
報
告
書

二
〇
〇
一
年　

四
月

「
医
療
事
故
訴
訟
を
め
ぐ
る
最
近
の
最
高
裁
判
決
の
動
向
」

岡
山
県
医
師
会
報
一
四
六
七
号

二
〇
一
七
年
一
一
月
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